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第５回新生ふくしま復興推進本部会議 

 

○日時：平成 25年 5月 28日(火) 9:03-9:39 

○場所：第一特別委員会室  

 

【内堀副知事】 

ただ今から、新生ふくしま復興推進本部会議を開催します。始めに議題の１、平成２

５年度復興を加速させるために重視する視点に入ります。先に佐藤知事から、今年度の

目標を決めて、全庁一丸となって推進するよう指示がありましたが、どのように整理し

たのか、まず、企画調整部長から説明をお願いします。 

     

【企画調整部長】 

それでは、資料の１ページ目をご覧ください。除染、健康管理、インフラ復旧、損害

賠償などのそれぞれの取組につきましては、復興計画に基づいて着実に推進してまいり

ますが、一方、復興がより実感できるようにするためには、戦略性を持って短期集中的

に対応する必要があると考えます。そこで、本部が発揮する機能の一つといたしまして、

各部局の取組に横串を通す視点、今年度復興を加速させるために重視する視点を設定し、

県民の皆さんに分かりやすく伝わるよう取り組んでいきたいと考えております。 

以下、内容につきましては事務局から説明をさせます。 

     

【佐竹政策監】 

復興本部として平成２５年度復興を加速させるために重視する視点として３つの視

点を整理させていただきました。まず、風評対策を加速する視点でありまして、昨日、

情報発信戦略を県として意思決定をしたところであり、福島の今が伝わるという観点か

ら、この風評対策を加速するということを重視する視点に位置づけたところであります。

現状と課題でありますが、農林水産物の買い控え、廉価販売、地産地消の未回復、また

観光の入込みにつきましても４０％減からまだ震災前のレベルまで回復できていない

という現状にございます。また、教育旅行については８０％減少したわけですが、これ

が努力はしておりますけれどもなかなか戻っていないということであります。こういっ

たことから風評対策に力を入れていきたいということであります。 

それから右側でございますが、医療・再エネ関連の拠点整備を契機とした産業集積を

加速する視点ということであります。現状と課題を左側に整理してございますが、２７

年度頃までに医療関係・再エネ関係の拠点が整備されることとなっておりますが、これ

が大きなビジネスチャンスであることがまだまだ浸透していないことから福島発の研

究開発を確実に事業化に結びつけていくことが必要ではないかということでございま

す。それからもう一つ、ふるさと帰還の環境づくりについてであります。本日、双葉町

の避難指示区域の見直しが完了したところであり、復興に向けて次のステージに向かっ

ていくということで、ふるさと帰還の環境づくりというものをしっかりと加速してまい

りたいということでございます。様々な復興につきましては、復興計画に基づいてしっ

かりと取り組みますが、特に本部としてこの３つの視点を重視して取り組んでいきたい
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ということでございます。 

     

それでは個別に説明いたします。 

風評対策を加速ということでございます。 

福島の今を知る、分かる、伝わっていくということでありまして、４点ほど整理して

ございます。八重の桜の効果の全県波及と切れ目のない観光復興対策の推進ということ

であります。それからリスクコミュニケーションを重視した農林水産物の戦略的プロモ

ーションということを主要産品の出荷時期に合わせて実施したい、これによって福島ブ

ランドを回復したいということでございます。これによりまして、右側の参考欄に目標

値を掲げておりますが、４０％減少した観光客を８年後には６３００万人ということで

震災前の１０％増に盛り返していきたい。それから、農林水産物の産出額でございます

が、２３％減少した産出額を、８年後には震災前の１０％ということで、２９２０億円

まで引き上げてまいりたいということでございます。直近の取組といたしまして、農林

水産特区の認定・導入がございます。新しい取組でありまして、製造業を中心としてお

ります投資促進特区に、農林水産業、関連産業を追加するということでございます。現

在復興庁と最終的な調整をしているところでありますが、６月中にも申請をし、夏頃ま

でには認定をいただける方向で調整をしております。これによりまして、農林水産業、

それから植物工場、直売所、農家レストラン、このような事業展開のインセンティブに

なるかなと思っております。さらに包括連携協定の拡充ということでございます。福島

の応援団、これまでセブン－イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ローソン、

イオンなど、流通小売系の企業と包括連携協定を結んでまいりましたが、情報発信力の

強化という観点から情報系の大手の企業と連携をする可能性について検討しており、６

月中にも締結に向けてまとめようとしているところであります。このような取組によっ

て「ふくしまの今」を伝えてまいりたいと思っております。 

次に、医療再エネ関連の拠点整備を契機とした産業集積を加速していこうという視点

であります。産業集積の核となる事業の着実な推進が今、進んでおり、これをしっかり

とビジネスチャンスに生かして、事業化に結びつけたいというものであります。医療機

器開発・安全性評価センターにつきましては６月に基本設計等に着手し、２７年度に完

成させる。また、医療機器開発については補助事業として、研究開発に対しソフトも含

め、昨年度は２５件、２０億円の支援をさせていただいております。また、浮体式洋上

風力ついても７月には２メガワットの風車１基が設置され、９月からの発電の実証試験

が始まります。それから、産総研が来年の４月から開所しますので、ハイテクプラザと

の連携強化をしっかり図ってく。こうした拠点を核に、ビジネスチャンスを広げていき

たいということで、４点ほど整理させていただいております。一つ目は福島空港にメガ

ソーラーを設置するということで、１２月には着工し、３月には発電を開始しますが、

この事業に県民参加型のファンドを形成し、県民と再エネの関わりを深めることでビジ

ネスチャンスを広めてまいりたいと考えております。二つ目は、連携機能の強化であり、

平成１８年度からスタートしている医療福祉機器研究会などをしっかり開催して医療

福祉機器分野への新規参入を促進してまいりたい。三つ目は、同様に再エネ関連産業に

つきましても、研究会における、太陽光、風力、バイオマス、スマートコミュニティの
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４つの分科会を年３回開催し、再エネでの新規参入を促進してまいりたいと考えており

ます。四つ目、医療産業集積のための独自の制度拡充についてですが、福島発の産業集

積に向けた支援措置の実現ということで、新規の取組を進めているところでございます。

こうした取組によって、参考にございますとおり、５兆１千億という東北では抜きん出

ている製造品出荷額を震災前以上に持っていきたい。医療機器についても同様ですし、

再エネ工場立地については累計７０件を目指します。 

３点目でありますが、ふるさと帰還の環境づくりを加速させていこうということでご

ざいます。広域自治体としての調整ということで、国の事務だから市町村の事務だから

ということではなくて、全体を見て福島県が関わる必要があるものについては広域自治

体としての役割を果たしていきたいということでございます。また、毎年度行うことに

なっております、避難解除等区域復興再生計画、これは策定主体は復興庁ですが、この

計画に市町村の意見等を追加拡充していく取組をしっかりやっていきたいということ

でありまして、そのほか４点ほど整理しております。生活拠点の整備ということで、復

興公営住宅の整備、それから福島復興再生道路８路線を計画しており避難解除等区域復

興再生計画にも記載されておりますが、予算の確保、それから、国直轄権限代行制度の

実現ということを、しっかり図っていきたいと考えております。また、営農再開、企業

再開の促進をしっかりやっていきたい。こうして避難者の心をつなぐということに取り

組み、参考にありますとおり、３２年度の長期目標として県内県外避難者数を現在の１

６万人からゼロという形で取り組んでまいりたいということでございます。 

４ページ目以降は参考ということで、これらの取組のベースとなる取組になっており

ます  

 

【内堀副知事】 

ただ今３つの視点について話がありました。この中で２点、農林水産特区、それから

医療産業への独自の制度というのが出ており。これは今日新しくオープンになるもので

あります。この２点について担当部長からそれぞれ説明願います。 

     

【農林水産部長】 

農林水産特区につきましては、昨年４月にふくしま産業復興投資促進特区ということ

で認定をされましたが、製造業が中心で、農林水産業が入っていなかったため、その追

加について復興庁と協議を進めてきたところであります。現在、復興庁との協議が進ん

できており、先般５月２１日に市町村への説明会を行うなど、申請に向けた準備を進め

ております。この特区の区域としては、山林を除く農業振興地域が対象ではありますが、

市街化区域や用途地域内であっても植物工場や直売所、農家レストラン、農家民宿とい

った取組、あるいはそうした計画のあるところについては、区域に盛り込むことができ

ますので、これが実現すれば、被災三県のなかでも県内全域を対象とした本県独自の農

林水産特区構想ということになります。これによるメリットですが、法人税の減免や事

業税・不動産取得税等の税制の優遇措置が得られるということでありまして、これらを

活用した、農林水産分野への企業進出、規模拡大、法人化、あるいは地域産業６次化の

進展、新産業の進出、農家民宿や農家レストランの進展によって、農山漁村の活性化を
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目指そうというものであります。計画スケジュールとしては、市町村の計画のとりまと

め、さらに復興庁との調整を行い、６月下旬頃には申請をし、夏頃までの認定を目指し

たいと考えております。 

     

【商工労働部長】 

医療関連産業であります。現在１５０億円のファンドを使いまして、先端医療機器の

開発などをやっております。産業集積の核となります医療機器開発・安全性評価センタ

ーも整備を進めているところであります。今、課題になっておりますのは、福島発の医

療機器の開発が試作品からどうやって確実かつ早期に事業化に結びつけて行くのかと

いうことであります。二つ目は、県内外の企業に福島においでいただく、いわゆる産業

集積が図られるための支援をどのようにしていくのかというのが二つ目の視点。三つ目

は県内企業に限らず、関連産業も含めたビジネスチャンスの拡大につなげていくために、

福島の医療機器を全国或いは世界に売り込んでいく必要があると考えております。現在、

国のほうでも成長戦略ということで動いておりますので、その連携も含め国に三つの視

点で要望をしていきたいと考えております。一つ目は福島発の医療機器の開発を加速化

するための支援をお願いしたい。二つ目は、本県を医療機器産業の一大集積、拠点にす

るための御支援をお願いしたい。三つ目は福島の医療機器の販売促進に対する御支援を

お願いしたいと考えており、この本部会議で皆さんの御意見をいただきながら効果的な

要望活動を行って、福島ならではの医療機器関連産業の一大集積地にしていきたいと思

っております。 

     

【内堀副知事】 

ただ今説明がありました農林水産部、商工労働部の案件は、それぞれ今年の政府予算

対策において重要な事項になっております。議論を整理して多角的に国と行動、交渉を

何度も重ねないと、なかなか勝ち取れませんので、そういった心づもりで両部局ともし

っかり対応してください。 

     

【知事】 

まず、１点目は教育旅行の回復についてである。教育旅行というのは将来にわたって

福島ファンをつくるという点で極めて大事な状況であり、それぞれの自治体としっかり

と連携して震災前の水準に持って行く、また、福島県は歴史的なものから自然的なもの

までいろいろな観光資源があるわけで、これをつないでいかなければならない。具体的

などのような方策を考えているか。 

２点目は、八重の桜の一つのブームがあって次にデスティネーションがある。このつ

なぎとその後のことだ。山があった後というのは非常に強力な施策をしていかないと、

観光の実績にはつながって行かないから、しっかりと考えなければならないということ

だ。 

３点目は、放射線への不安、農林水産部長からもあったが、施策の中でも極めて大事

なところである、これも具体的にどう進めて行くかということをしっかりと考えなけれ

ばならない。 
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４点目は、医療・再エネについてである。これはやはり大変なビジネスチャンスだと

思う。県内を歩いてみると、周知されていないと感じる。また、県外のそれぞれ関心を

持っている医療機器や再エネ産業に、どういうふうに周知させていくか。周知すればも

っと集積が生まれ、将来、福島県の復興に向けた経済基盤の大きな糧となってくれるは

ずである。 

５点目は、蓄電技術についてである。デンマークを訪問した時にも話題に出たことで

あり、蓄電の技術がしっかり出来れば、電気エネルギー問題が相当解決の緒に就くとい

うことだった。これについて、県としてどのように進めて行くかということ。 

６点目は、拠点と拠点の連携についてである。県だけでなく国も進めているものがあ

るのでこれからたくさんできてくる。これらの拠点どうしが連携し福島県のイメージを

作っていくことが必要だ。 

７点目は、ふるさと帰還の環境づくりについて。避難を余儀なくされている方にとっ

ては、将来どうなるか先が見通せないという不安がある。やはり帰還するには、インフ

ラや商業施設が必要である。様々な生活のインフラ、生活の環境条件というのは大事で

ある。これはパッケージとして考えなければならない。 

     

【内堀副知事】 

まず、観光交流局から。 

     

【観光交流局次長】 

教育旅行の回復ですが、参考資料に復興を加速させる基幹的な施策、取組という表が

ございます。このうち上から７段目に教育旅行の回復というところがございます。これ

まで県、市町村等と連携して全国キャラバンを実施してまいりました。あるいは、これ

まで、教育旅行では首都圏、埼玉、千葉等を中心に校長会等があればその場をお借りし

て福島県のＰＲをさせていただくといった取組を進めてまいりました。これらについて

は継続して実施するとともに、震災があった福島ならではの教育旅行の商品を作ったり、

学校関係者や保護者等を福島に招聘して、実際に福島の現状を見てもらうというような

取組を積極的に進めてまいりたいと考えております。それから、八重の桜の後の取組と

いうことでありますが、当面、平成２７年のＪＲデスティネーションキャンペーン（Ｄ

Ｃ）がございますが、ＤＣにつきましては、平成２６年にプレＤＣ、２８年にはアフタ

ーＤＣということで、２８年まではこうした大きな取組を継続して取り組んでまいりた

いと思っております。その後の取組については検討してまいりたいと考えております。 

     

【商工労働部長】 

第１点目、ビジネスチャンスの県民への周知についてであります。県内の医療関連産

業では２００の団体で研究会を作っております。また半導体関連では４２０の会社団体

で研究会を作っておりまして、研究会の活動を通じて、ビジネスチャンスだということ

を、広く訴えていきたいと思っております。また、商談会であります、メディカルクリ

エーションふくしまや、再生可能エネルギー産業フェア、こういうところでも情報発信

を行ってまいりたいと考えております。第２点目、蓄電技術でございます。発電をする
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ということについては研究開発をやっているのですが、これをどうやって蓄電していく

かということについては、今後の大きな課題であります。今、国の財源を活用した、（以

下、途中で知事に遮られております）蓄電に関する技術開発について検討中であります。 

     

【知事】 

それもいいが、いわきのバッテリーバレーの話がある。浜通りにも中通りにも蓄電技

術に関連する企業がある。こういう企業どうしを連携させてバッテリー、蓄電というこ

とを進めていくことが大事ではないのか。 

     

【商工労働部長】 

確かにそれは進んできております。 

     

【知事】 

県が主導的な役割を担うべきではないのか。 

     

【商工労働部長】 

いわき商工会議所の工業部会において、東洋システムの庄司社長と研究しているとい

うことで、私たちも勉強会に参加させていただいて、蓄電技術の開発ができるように、

産業が出来るように県としても取り組んでいきたいと考えております。 

拠点との連携ですが、産総研の郡山にできます福島拠点と、医療機器評価・安全セン

ター、両方とも大きな拠点になります。産総研の福島拠点とハイテクプラザの連携は当

然ですが、そこと県内企業がいろいろと連携しながら技術開発、商品の開発をできるよ

うな連携のしかたを今後進めていきたいと思っております。医療機器関連産業のほうは、

評価センターで評価する、それで事業化や製品化が可能になったというものについて、

医大の協力を得て、医大の中で開発された機器を使ってもらうような仕組みも考えてい

きたいと現在考えております。 

     

【内堀副知事】 

放射線への不安に対する風評対策について生活環境部と農林水産部から。 

     

【生活環境部長】 

特に風評対策で、農林水産物はじめ放射線低減への取組や生産流通消費段階の放射能

の測定検査の状況や基準等について、リスクコミュニケーションを充実していくという

ことで、これまである程度規模が大きいシンポジウムや講演会を主としてやってまいり

ましたが、今年度は、昨年度から実施しております少し小さい形のものを、市町村単位

で６０回くらい重点的に実施し、県あるいは生産者、流通といったそれぞれの段階での

取組を理解していただくよう、強化をしていきたい。また、ベースとなります放射線の

モニタリングについても各部局のものをまとめて提供するといったことも実施してい

きたいと思っております。 
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【農林水産部長】 

参考資料の６ページの風評対策を加速についてですが、リスクコミュニケーションを

重視した農林水産物の戦略的プロモーションについては、昨年度も実施ししており、今

年は国の支援も受けながら、昨年の数倍の規模でテレビＣＭ、企業へのトップセールス

など、様々なプロモーション活動を戦略的に展開して、福島県のあらゆる農産物はきめ

細かく検査をして出してますよということを消費者に訴えかけていきたいと考えてお

ります。併せて、県産品への正しい理解と地産地消の推進でありまして、昨年４月から

食品の基準が１００ベクレルと国際的に見ると非常に厳しい基準に設定されたのです

が、１００ベクレルにしても、少しでも放射線のあるものは不安だということが広がっ

ておりますので、先般、復興庁と話をした中で、復興庁でも消費者庁と連携して、2000

人のリスクコミュニケーターを養成し、各学校の現場などで正しい知識を普及させる授

業をやるといった話もあります。我々としても福島県の農産物は安全ですよと外に向け

て言っても、肝心の県内の消費が進まないということでは話になりませんので、地産地

消の推進を掲げながら、学校の現場で農産物を使ってもらうとか、新しい知識を持って

もらうための様々な働きかけをやっていきたいと思っております。 

     

【福島復興局】 

現地対策本部、環境省も連携しながら、放射線の安全対策及び正しい理解、リスクコ

ミュニケーションが大事だということで、重点的な取組をさせていただきたいと思って

おります。それからモニタリング検査も常日頃連携させていただいておりますが、モニ

タリングの引き続きの実施や情報発信、これもしっかりやって、正しい理解をしていた

だく取組をしていきたいと思っております。 

     

【内堀副知事】 

それではふるさとへの帰還について避難地域復興局 

     

【避難地域復興局長】 

現在、避難地域市町村には駐在員を常駐させております。また、国といっしょになり

まして、市町村を訪問する三人四脚という事業を実施しておりますが、定期的に市町村

を訪問しており、課題を丁寧にお聞きする作業を続けております。この中では、除染か

ら道路、商店、診療所、非常に幅広い課題が各避難市町村からはあがっております。一

つ一つ本部や、県庁内にはプロジェクトチームを作っておりますし、国ともいっしょに

訪問しておりますので、国の方で新たな制度の追加検討などもしていただいております

けれども、こうした形でインフラが先か帰還が先かとか、卵と鶏の関係もあるわけでご

ざいますけれども、やはり知事がおっしゃいましたように、パッケージで全てを同時に

動かさないと帰還が進まない、生活環境が復興しないということでございますので部の

枠を超えて庁内一体となって課題解決に取り組んでまいりたいと考えております。 

     

【内堀副知事】 

企画調整部長から報告事項をお願いします。 
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【企画調整部長】 

昨年末に決定いたしました県の復興計画第２次の別冊として２５年度版を作成いた

しました。１２の重点プロジェクトごとに各取組を進めるための主な事業を整理したも

のであります。各取組内容ごとに、主要事業を一覧できるようにしております。各部局

で有効に活用していただければと思います。 

     

【内堀副知事】 

この復興計画の関係で一言申し上げます。最近福島、潮目が変わってきたなと思いま

す。具体的には人口です。発災から２年２か月ずっと減り続けて来ました。２０２万人

を超えていた福島の人口が一時期１９５万人を切って１９４万人台まで下がる、急激な

下がり方をしましたが、それがようやく底を打って少し反転してきた。今、議論した３

つの視点ですとか、復興計画、ここを県が中心となって本気で進めて行くことが、この

潮目の転換のテコになると思います。各部局のがんばりが形になる、ちょうどそういう

タイミングになってきておりますので、非常に業務が多くて大変だとは重々承知はして

いますが、国や市町村、企業、大学、様々な主体と連携して、皆さん力を発揮していた

だきたいと思います。 

     

【知事】 

今、風評払拭の加速、帰還への環境づくり、産業の体制をしっかりし産業を創造して

いく、医療、再生可能エネルギー、これをしっかり加速することが福島の復興につなが

るので、常々言っておりますが、部局横断的に連携する、これは何々部だ、これは何々

局だ、それにとらわれずに、しっかりと情報交換をしながら、この３点をまずしっかり

と加速させること。そして、課員までしっかりと意識を持たせる。振興局までしっかり

と認識を持たせるということが、県民に見える形になるのでしっかりと取り組むように。 

     

【内堀副知事】 

以上で、本部会議を閉じます。 


